
東日本旅客鉄道株式会社　代表取締役社長　冨田哲郎　殿

最高裁決定に基づき１０４７名の解雇撤回・採用を求めます

（署名の送付先および問い合わせ先）

国鉄分割・民営化に反対し、１０４７名解雇撤回闘争
を支援する全国運動
	 	 	 〒２６０―００１７
	 	 	 千葉市中央区要町２－８ＤＣ会館
	 	 	 電　話０４３（２２２）７２０７
	 	 	 ＦＡＸ０４３（２２４）７１９７
	 	 	 メール doro-chiba@doro-chiba.org

お名前		 	 	 　	ご住所
　国鉄千葉動力車労働組合（動労千葉）組合員のＪ
Ｒ不採用をめぐり、２０１５年６月３０日付最高裁
判所決定により、「国鉄は、分割・民営化に反対す
る労働組合に所属する組合員を差別し、不利益に取
り扱う目的、動機（不当労働行為意思）の下に名簿
不記載基準を策定し、動労千葉組合員をＪＲ東日本
の採用候補者名簿に記載しなかったと推認するのが
相当」「（ＪＲに）採用された可能性は相当程度あっ
た」とする東京高裁判決が確定しました。
　不当労働行為を認めた最高裁決定に基づき、被解
雇者をＪＲ東日本に採用することを求めます。


